
市民税・県民税の申告に関するお問い合わせ先　呉市役所市民税課　電話（0823）25 － 3193 ～ 3197
申告会場は多くの方がお越しになり，例年大変混雑します。電子申告や郵送などによる申告をお願いします。

呉  市呉  市

郵送などによる申告も受け付けています
手書きで作成した申告書または以下のURLから作成し印刷した申告書を郵送してください。
●ＵＲＬ　https://jscloud.sunnet.co.jp/shiminzei_kure_R8/
●同封が必要な資料　�マイナンバーの確認と本人確認ができるものの写し，前年中の収入，
　　　　　　　　　　控除等が分かる書類（源泉徴収票，社会保険料の納付済額のお知らせなど）
●提出先　〒７３７－８５０１　呉市役所　市民税課　【住所不要】
　　　　　申告書専用ポスト（市民税課及び各出張会場に設置）や各市民センター窓口へ提出する場合は，切手不要です。

申告書作成について
（呉市ホームページ）

詳しくは
こちら

申告会場のご案内
申告の受付は，番号札（当日分）の配付または事前予約により行います。会場整理の都合上，予約者を優先してご案内します。
番号札（当日分）に限りがありますので，受付終了時間前に番号札の配付を終了する場合があります。

※�確定申告のうち，青色申告，住宅借入金等特別控除，土地・建物の譲渡所得，先物取引の雑所得，株式の譲渡所得，上場株式などの
配当所得，山林所得などを申告される方は，税務署で申告してください。

受付時間　８時４５分～１２時，１３時～１７時
　　　　　（３月１６日（月）は１６時まで）

市役所本庁会場(市民税課〔３階〕)

日　程 会　場
２月１６日（月）

市役所本庁会場
（市民税課〔３階〕）

※本庁会場は，８時４５分から
　受付を開始します。

※以下の日程は，本庁会場での
　受付はありませんのでご注意
　ください。
　・２月２５日（水）
　・３月３日（火）
　・３月１０日（火）

２月１７日（火）
２月１８日（水）
２月１９日（木）
２月２０日（金）
２月２４日（火）
２月２６日（木）
２月２７日（金）
３月２日（月）
３月４日（水）
３月５日（木）
３月６日（金）
３月９日（月）
３月１１日（水）
３月１２日（木）
３月１３日（金）
３月１６日（月）16時まで

受付時間　９時～１２時，１３時～１６時
（駐車場に限りがあるため，なるべく公共交通機関をご利用ください。）

出張会場

地　区 日　程 会　場
宮　原 ２月２日（月） 宮 原 支 所
広 ２月３日（火）～５日（木） 広 市 民 セ ン タ ー

川　尻 ２月６日（金） 川 尻 市 民 セ ン タ ー
音　戸 ２月９日（月）・１０日（火） 音 戸 市 民 セ ン タ ー
昭　和 ２月１２日（木）・１３日（金） 昭 和 市 民 セ ン タ ー
警固屋 ２月１７日（火） 警 固 屋 支 所
倉　橋 ２月１８日（水） く ら は し 桂 浜 温 泉 館
天　応 ２月１９日（木） 天 応 市 民 セ ン タ ー
吉　浦 ２月２０日（金） 吉 浦 市 民 セ ン タ ー
安　浦 ２月２５日（水）～２７日（金） 安浦まちづくりセンター
豊 ３月３日（火） 豊まちづくりセンター

豊　浜 ３月４日（水） 豊浜まちづくりセンター
蒲　刈 ３月５日（木） 蒲 刈 市 民 セ ン タ ー
下蒲刈 ３月６日（金） 下蒲刈まちづくりセンター
郷　原 ３月１０日（火） 郷 原 市 民 セ ン タ ー
仁　方 ３月１１日（水） 仁 方 市 民 セ ン タ ー
阿　賀 ３月１２日（木）・１３日（金） 阿 賀 市 民 セ ン タ ー

予約時間の10分前に会場へ
※�予約時間から15分以上遅れると，その予約
は無効となります。(例：10：00～10：30
の枠の場合，10：15を過ぎると無効)

STEP３(申告当日)
「手続など」→「相談・イベント・
講座予約」→「市・県民税申告受付
予約」から必要事項を入力し予約

STEP２(予約手続)
右のQRコードを読み込むまたは「友
だち追加」から「@kurecity」で検索
※�登録済みの方は，QRコードを読み
込んだ場合，予約画面に遷移

STEP１(友だち追加)

●予約受付期間　令和８年１月２６日（月）１０時～予約対象日の２日前（土・日曜日・祝日を除く）の１７時まで。
●予約のキャンセル　予約完了画面のキャンセルボタンから予約対象日の２日前（土・日曜日・祝日を除く）の１７時まで。
●予 約 方 法　以下の手順に沿って予約してください。

呉市公式LINEアカウントから事前予約ができます

申告について
（呉市ホームページ）

詳しくは
こちら

申告予約について
（呉市ホームページ）

詳しくは
こちら

呉市 申告 予約

市民税・県民税の電子申告が始まります
令和８年度分から，マイナンバーカードを利用して，市民税・県民税の申告ができます。
スマートフォンやパソコンから「eLTAX個人住民税電子申告システム」に簡単にアクセスできます。

●マイナンバーカード　
　 券面事項入力補助用パスワード（数字４桁）
　 署名用電子証明書用パスワード（英数字６～１６桁）の入力が必要です。
●スマートフォンまたはパソコン
●申告内容を確認するための書類（詳細は，３ページをご確認ください。）
●申告受付完了等の連絡を受信するメールアドレス 

電子申告に必要なもの

申告会場に，お持ちのスマートフォンを使用して
電子申告を行うことができるコーナーを設置します。
操作方法をご案内しますので，是非ご利用ください。

申告会場での電子申告

電子申告について
（呉市ホームページ）

詳しくは
こちら

呉市 個人住民税 電子申告

詳細は12ページをご確認ください
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令和８年度の市民税・県民税の主な改正点について

●給与所得控除の見直し
　給与所得控除について，最低保障額が１０万円引き上げられ，６５万円となります。給与等の収入金額が
　１９０万円以下の場合は，その収入金額から６５万円を差し引いた金額が給与所得金額となります。
　詳細は，５ページの「⑥給与」概要欄をご確認ください。
●所得要件等の見直し
　各種扶養親族等に係る所得要件等が１０万円引き上げられます。
　詳細は，９～１０ページをご確認ください。
●特定親族特別控除の創設
　１９歳以上２３歳未満の親族（配偶者，青色事業専従者及び白色事業専従者を除く。）のうち，前年の合
　計所得金額が５８万円超１２３万円以下の特定親族を有する場合の所得控除が創設されます。
　詳細は，１０ページの「㉔特定親族特別控除」概要欄をご確認ください。
※扶養親族等の所得要件の引き上げにより，扶養親族等の要件を満たすこととなった親族に係る「扶養控除」
　等の適用を受けようとする場合や，「特定親族特別控除」の適用を受けようとする場合には，申告をする
　必要があります。

申告の際に必要なもの（例）

　１．申告書

　２．マイナンバーの確認と本人の確認に必要な書類

　３．給与・年金収入がある方は，源泉徴収票

　４．営業・不動産・農業の収入がある方は，収入と経費がわかる帳簿類（収支計算書など）

　　　※収入と経費がわかる帳簿類はあらかじめ作成しておいてください。

　５．個人年金がある方は，保険会社などから交付された「支払年金額等のお知らせ」などの書類

　６．社会保険料控除の適用を受ける方は，支払額が証明できる書類

　　　（源泉徴収票に記載がある場合は不要です。）

　　　※呉市が発行する「納付済額のお知らせ」（国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料）

　　　　は，今年度から保険料ごとの送付となります。

　　　※普通徴収（納付書・口座振替）により納付した社会保険料について，控除の適用を受ける場合は，

　　　　実際に保険料を負担した方で申告する必要がありますのでご注意ください。

　７．生命保険料控除・地震保険料控除の適用を受ける方は，控除証明書など支払額が証明できる書類

　８．医療費控除又はセルフメディケーション税制の適用を受ける方は，明細書

　　　※医療費控除の明細書は，前年中に自己又は生計を一にする配偶者その他親族のために支払った医療

　　　　費について，領収書から必要事項を記入します。領収書の添付又は提示の必要はありません。

　　　　なお，領収書から必要事項を記入する際は，｢領収書１枚｣ごとではなく，｢医療を受けた方｣・｢病

　　　　院等｣ごとにまとめて記入してください。

　　　※医療費通知を添付する場合は，原本が必要です。その際，領収書から必要事項を転記する必要はあ

　　　　りません。

　９．障害者控除の適用を受ける方は，身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手

　　　帳・年齢６５歳以上で福祉事務所長等の認定を受けた場合はその認定書

１０．寄附金税額控除を受ける方は，領収書又は証明書

　　　※ふるさと納税ワンストップ特例制度の申請書を提出されていても，市民税・県民税申告書を提出さ

　　　　れる場合は，領収書又は証明書が必要です。
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呉市中央4丁目1-6
同上
クレシ　 タロウ

クレシ　 タロウ

呉市　太郎

呉市　太郎 身体4

国民健康保険料
後期高齢者医療保険料
介護保険料

呉市　太郎

パート
25－△△△△

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

クレシ　 ハナコ

呉市　花子

母
3 6 2 8 4 3 9 1 0 3 2 8

8 4 7 3 8 4 7 6 2 9 8 7

クレシ ツバキ

呉市　椿

本人30

33

45

1 2

7 1 2 ✓

孫

3 8 4 9 8 7 3 9 3 4 3 3

クレシ　 ヤマト

呉市　大和 23 6 7 ✓

1 0 5 , 7 0 0

800,000
2,836,210

50,000
1,736,210

1,736,210

1,786,210
234,700

53,500
3,200

260,000
330,000
450,000

430,000
1,761,400

70,690
1,832,090

5 8 , 0 0 0
7 1 , 0 0 0

2 3 4 , 7 0 0

8 , 0 0 0 1 2 0 , 0 0 0

2 5 , 0 0 0

6 , 4 0 0

5 5

1 8 0 , 0 0 0 2 0 , 0 0 0 1 6 0 , 0 0 0

訂 正 例

◎令和７年1月1日から令和７年12月31日までの状況について，５ページからの説明をよく読み，

　番号に沿って記入してください。

１

記入できる方は，緑・赤・青枠　　～　　も記入をお願いします。３ ５

添付いただいた源泉徴収票に被扶養者の氏名や障害者控除等の記載が
あったとしても，申告書に記入がない場合は，控除を受けられません。

黒い太枠内 の事項は，必ず記入してください。１ ２

５

３
４

扶養親族など
氏 名 を 記 入
する方全員の
マイナンバー
を記入してく
ださい。

50,000
200,000

1,880,000
1,832,090

申告者の
マイナンバーを
記入してください。

２

７
～
11
ペ
ー
ジ
『
所
得
か
ら
差
し
引
か
れ
る
金
額
』
に
つ
い
て 

参
照

５
～
７
ペ
ー
ジ
『
収
入
金
額
等
』
『
所
得
金
額
』
に
つ
い
て 

参
照

7～11ページ
『所得から差し引かれる金額』

について参照
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〈 給与所得の求め方 〉

⑥  給　　 与

俸給・給与・賃金・歳費・賞与などの所得

　

１．給与収入金額(a) とは･･･源泉徴収票の「支払金額」です。手取り額や源泉徴
　　収税額などを差し引いた後の金額ではありません。

２．源泉徴収票が複数ある場合･･･すべての「支払金額」を合計して(a)に記入し，
　　給与所得金額を計算してください。

３．源泉徴収票が未交付，紛失している場合･･･源泉徴収票は支払元の事業所が作
　　成します。事業所で交付を受けてください。

４．源泉徴収票の取得が不可能な場合･･･申告書うら面の　　欄にできるだけ正確
　　に記入してください。この場合，「合計」に記載した金額を(a)に記入し，給与
　　所得金額を計算してください。  

国外で支払われる預貯金の利子など国内で所得税が源泉徴収され
ないものなどによる所得

株式・出資金などの利益の配当，投資信託等（一部除く）の収益
の分配などによる所得

なし

株式の取得や出資のために借り
入れた負債の利子

事
　
業

① 営 業 等

③ 不 動 産

② 農 業

⑤ 配 当

④ 利 子

米・麦・花・果樹などの栽培，家畜などの飼育，酪農品の生産な
どから生ずる所得

　

卸売業・小売業・飲食店業・製造業・修理業・建設業・サービス
業・医師・弁護士・税理士・建築士・作家・画家・外交員・ホス
テス・集金人・漁業などの事業から生ずる所得

貸家・貸室・貸事務所・貸アパート・貸住宅・月極駐車場・借地
権設定などによる所得

収入・・・申告書おもて面『 収入金額等』の「ア～シ」
所得・・・申告書おもて面『 所得金額』の「①～⑫」

1

2

その収入を得るために要した費
用（売上原価・地代・雇人費・減価
償却費・事業用固定資産税等の租税
公課・修繕費・損害保険料など）

★生活費は含みません。

ポイント

次の説明を参考に，

を計算してください。

給与所得の金額

(b) × 2.8－80,000 円

(b) × 3.2－440,000 円

(a)－650,000 円

　　　　 (a) × 0.9－1,100,000 円6,600,000～8,499,999 円

1,900,000～3,599,999 円

1～1,899,999 円

　　　　 (a) － 1,950,000 円

3,600,000～6,599,999 円

給与収入金額 

給与所得の速算表

(a)

　8,500,000 円  ～

(a)÷４＝

（千円未満切捨て）

(b) ,000円

次頁に続く

給与収入金額

円

申告書おもて面 欄
「カ」へ転記

１（源泉徴収票の支払金額）

(a)

内訳は申告書うら面　　欄に記入8

6

○所得①②③の収入・必要経費はうら
　面　欄に記入

○内訳は，別紙『収支計算書』に記入

7

円

マイナスの時は0円

(c)
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雑
⑦

公的年金等

⑥  給　　 与

下記に該当する場合は，給与所得から所得金額調整控除額が控除されます。

２　給与所得控除後の給与所得の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり，
　　給与所得控除後の金額（c）と公的年金等に係る雑所得（P7参照）の金額の合計額が10万円を超える場合。
所得金額調整控除額＝［給与所得金額（c）（10万円を超える場合は10万円）＋

　　　　公的年金等に係る雑所得の金額（P7参照）（10万円を超える場合は10万円）］－10万円

＝ （e）

１　給与収入金額（a）が850万円を超え，次の（１）～（３）のいずれかに該当する場合。

所得金額調整控除額＝［給与収入金額（a）（給与等の収入が

　　　　1,000万円を超える場合には1,000万円）－850万円］×10％＝
（ｄ）

小数点切上げ

（１）本人が特別障害者に該当する。

（２）年齢23歳未満の扶養親族を有する。

（３）特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する。

１に該当の方は申告書

うら面　　欄に記入15

　この控除は，同一生計内のいずれか一方のみの所得者に適用するという制限はありません。例えば，夫婦ともに給与等の収入
金額が850万円を超えており，夫婦の間に１人の年齢23歳未満の扶養親族である子がいるような場合には，その夫婦双方が，
この控除の適用を受けることができます。

申告書おもて面
　欄「⑥」へ転記２

（c）-（d）-（e）

給与所得金額

〈 公的年金等の所得の求め方 〉

（遺族年金，扶助料，障害年金は含まれません。）

　 国民年金・厚生年金・共済年金・船員年金・恩給等による所得

申告書おもて面
　　欄「キ」へ転記１

円(a)

公的年金等の収入金額
（源泉徴収票の支払金額）

次頁に続く

公的年金等の所得金額（小数点以下切捨て）

（a）－600,000円
（a）×0.75－275,000円
（a）×0.85－685,000円
（a）×0.95－1,455,000円
（a）－1,955,000円

（a）－500,000円
（a）×0.75－175,000円
（a）×0.85－585,000円
（a）×0.95－1,355,000円
（a）－1,855,000円

（a）－400,000円
（a）×0.75－75,000円
（a）×0.85－485,000円
（a）×0.95－1,255,000円
（a）－1,755,000円

1～1,299,999円
1,300,000～4,099,999円
4,100,000～7,699,999円
7,700,000～9,999,999円
10,000,000円～　　　　

公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額（※２）

1,000万円以下の場合 2,000万円を超える場合1,000万円を超え
2,000万円以下の場合

公的年金等の
収入金額
（a）

公的年金等の所得金額（小数点以下切捨て）

（a）－1,100,000円
（a）×0.75－275,000円
（a）×0.85－685,000円
（a）×0.95－1,455,000円
（a）－1,955,000円

（a）－1,000,000円
（a）×0.75－175,000円
（a）×0.85－585,000円
（a）×0.95－1,355,000円
（a）－1,855,000円

（a）－900,000円
（a）×0.75－75,000円
（a）×0.85－485,000円
（a）×0.95－1,255,000円
（a）－1,755,000円

1～3,299,999円
3,300,000～4,099,999円
4,100,000～7,699,999円
7,700,000～9,999,999円
10,000,000円～　　　　

公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額（※２）

1,000万円以下の場合 2,000万円を超える場合1,000万円を超え
2,000万円以下の場合

公的年金等の
収入金額
（a）

− 6 − − 7 −



次の説明を参考に，
控除の内訳・・・申告書おもて面『 所得から差し引かれる金額に関する事項』
控除額・・・申告書おもて面『 所得から差し引かれる金額』

を記入してください。
3

4

記入例②④⑤

　 山林所得，土地・建物等の譲渡所得，株式等の譲渡所得，退職所得，先物取引に係る所得がある方は，『市民税・県民税申告書（分離課税等用）』を
あわせて提出してください。用紙は市役所及び各市民センターに準備しています。

 
 
 

⑬
社　  会
保 険 料
控　  除

★あなた以外の親族が受け取る年金から差し引かれた保険
　料（特別徴収分）は，あなたの控除の対象になりません。
★年金から差し引かれた保険料（特別徴収分）については，
　年金の源泉徴収票の「社会保険料の額」欄に記載されて
　います。

あなたやあなたと生計を一にする配偶者その他の親族が負
担することになっている，国民健康保険料，介護保険料，国
民年金保険料，雇用保険料等を前年中にあなたが支払ったり，
あなたの給与・年金から差し引かれた場合に控除されます。

○支払った金額のわかる証明書又は領収書
　を添付してください。

申告書おもて面 「⑬社会保険
料控除」の欄に，実際に支払った
保険料の内訳を記入してください。

3

支払った金額の全額
⑬へ

円

4

　

⑭
小 規 模
企業共済
等  掛 金
控    除

　前年中にあなたが支払った小規模企業共済法に規定された共
済契約（旧第二種共済契約を除く。）に基づく掛金，確定拠出
年金法の企業型年金加入者掛金及び個人型年金加入者掛金，心
身障害者扶養共済掛金がある場合，その合計額が控除されます。

○支払った金額のわかる証明書を添付してく
　ださい。

支払った金額の全額
⑭へ

円

4

 
 
 

 １．公的年金等の収入金額(a)とは･･･
公的年金等の源泉徴収票の「支払金額」
です。源泉徴収税額などを差し引いた後
の金額ではありません。

２．源泉徴収票が複数ある場合･･･
すべての「支払金額」を合計して(a)に記
入し，公的年金等の所得金額を計算して
ください。

３．源泉徴収票を紛失している場合･･･
各年金の支払元で再交付を受けてください。
年金額改定通知書等では代用できません。

業務に係る雑所得，その他の雑所得
のない方は申告書おもて面　　欄

「⑦」と「⑩」へ転記
２

公的年金等の所得金額

円

マイナスの時は0円 ポイント

⑪  一 時

取得した費用，掛金等

★収入-必要経費-50万円（特別

控除）＝ シ シ×1/2 ＝ ⑪

※収入-必要経費がマイナスの場合，
　一時所得は０円となります。

生命保険・損害保険の満期返戻金，競輪・競馬の払戻金
（営利を目的とする継続的行為から生じたものを除く。）
など一時的所得

内訳は申告書うら面　　欄に記入10

⑪ 総合課税の
譲 渡 所 得

取得及び譲渡に要した費用

★　　コ，サ，シ（一時）の欄は収 
　入金額から必要経費及び50万円
　（特別控除）を引いた金額を記入
　します。　　　　　　（1/2前）
★　　⑪の欄はコ＋{（サ＋シ）×
　1/2}の金額を記入します。
　　　　　　　　　　　（1/2後）

1

2

船舶，会員権，機械器具等の資産の譲渡による所得
★商品や原材料などのたな卸資産は除かれます。

コ 短期譲渡･･･取得の日から譲渡の日までの所有期間5年以下
サ 長期譲渡･･･取得の日から譲渡の日までの所有期間5年超

内訳は申告書うら面　　欄に記入10

その収入を得るために支出した費
用，掛金等

★最高65万円まで経費が認めら
れる特例があります。この場合，
報酬等と個人年金を合わせた必
要経費の限度額も65万円になり
ます。

⑨  その他

⑧  業　務
内訳は申告書うら面　　欄に記入9

副業に係る収入のうち営利を目的とした
継続的なものについての所得

内訳は申告書うら面　　欄に記入9

生命保険契約に基づく年金，互助年金など，
ほかの所得に当てはまらない所得

雑

− 6 − − 7 −



算出した
 A D F の中で
一番大きい額

円H

算出した
 B E G の中で
一番大きい額

円I

算出した C の額

円Ｃ

A ＋ D ＝ 円

（上限28,000円）

F B ＋ E ＝ 円

（上限28,000円）
G

★新旧両方の掛金がある場合で，旧制度のみについて控
　除の適用を受ける場合の控除額が28,000円より多く
　なるときは，旧制度のみで控除の適用（上限35,000
　円）を受けることができます。

平成23年12月31日以前に締結した保険契約等の場合

旧 生 命 保 険 料 支 払 額

旧個人年金保険料支払額

旧 生 命 保 険 料 控 除 額

旧個人年金保険料控除額 円E

円
D

円

年間合計

（b）

円

年間合計

（b）

 

（b）それぞれを表にあてはめて
ＤＥを計算します。

各(b) の保険料の支払額

          ～15,000円

 15,001～ 40,000円

 40,001～ 70,000円  (b)×0.25＋17,500円

控 除 額

 (b)の金額全額

 (b)×0.5＋7,500円

  70,001円～ 　一律 35,000円

小数点以下切上げ

 H ＋ I ＋ Ｃ
（最高額は70,000円）

⑮へ
円

4

申告書おもて面　　「⑮生命保

険料控除」の欄に，実際に支払

った保険料支払額（a）,（b）を記入

してください。計算した控除額

ではありません。

3

　

あなたやあなたの配偶者，その他の

親族を受取人とする一般の生命保険料，

介護医療保険料又はあなたやあなたの

配偶者を受取人とする個人年金保険料

を支払った場合に控除されます。

（a）それぞれを表にあてはめて

各（a）の保険料の支払額 控 除 額

 (a)×0.25＋14,000円

 (a)×0.5＋6,000円

 (a)の金額全額　     　 ～12,000円

 12,001～ 32,000円

 32,001～ 56,000円

　一律 28,000円 56,001円～

ＡＢＣを計算します。

小数点以下切上げ

○保険料控除証明書を添付してください。

次の表に当てはめて，控除額を計算してください。

★一般分・個人年金分・介護医療分をそれぞれ新旧に
分けて計算し，最後に合計してください。

平成24年１月１日以降に締結した保険契約等の場合

新 生 命 保 険 料 控 除 額

新個人年金保険料控除額

介護医療保険料控除額

円B

円A

円C

新 生 命 保 険 料 支 払 額

新個人年金保険料支払額

介護医療保険料支払額

円

年間合計

（a）

円

年間合計

（a）

円

年間合計

（a）

⑮

生　  命

保 険 料

控  　除

一　　般

個人年金

介護医療

− 8 − − 9 −



260,000円

○学生証等を提示又は写し
　を添付してください。

　大学，高等学校等の学生や生徒（通信学生を含む。）で，合計
所得金額（※2）が85万円以下であり，そのうち自己の勤労によら
ない所得が10万円以下である場合に控除されます。

⑲

勤労学生 

控　　除
⑲へ

円

申告書おもて面　　「⑲勤労学生控除」の欄
に学校名を記入してください。（※3）

4
3

　夫と死別又は離婚した後再婚をしていない方や夫が生死不明の
方で，前年中の合計所得金額（※２）が500万円以下であり，かつ，
子以外の扶養親族がある場合に控除されます。

　夫と死別又は夫が生死不明の方で，前年中の合計所得金額（※２）

が500万円以下の場合に控除されます。

260,000円
 

⑰

寡婦控除
（※3）

300,000円
　婚姻歴に関わらず，前年中の合計所得金額（※２）が500万円以
下の単身者であり，かつ総所得金額等（※１）が58万円以下の生計
を一にする子がある場合に控除されます。

 

⑱

ひとり親
控　　除

（※3）

　あなたが，左の要件のいず
れかを満たす場合に控除され
ます。なお，住民票の続柄に

「夫（未届）」・「妻（未届）」と
記載がある方は，寡婦控除・
ひとり親控除の対象外です。

の⑰か⑱へ
円

4

申告書おもて面　　
「⑰寡婦控除」，「⑱
ひとり親控除」の欄の，
該当する箇所にチェッ
クを入れてください。

3

両
方
あ
る
場
合
は
合
計
額
を
　
　
⑲
⑳
へ

4

300,000円

530,000円

⑳

 
 
障 害 者
控　  除

　あなたや，あなたの
同一生計配偶者又は扶
養親族（16歳未満を含
む。）が，左の要件を
満たす障害者である場
合に控除されます。

○障害者手帳等を提示又
　は写しを添付してくだ
　さい。

260,000円

（ｃ）同居特別障害者
　　（ｂ）に該当し，かつあなたやあなたと生計を一にする配偶
　　　者，その他の親族と同居している場合

⑳へ
円

申告書おもて面　　
「⑳障害者控除」の
欄に，該当者氏名，
個人番号，障害の程
度を記入してくださ
い。

（ｂ）特別障害者
○身体障害者手帳の障害の程度が１級又は２級の方
○精神障害者保健福祉手帳の障害等級１級・療育手帳　又はＡの方

○精神保健指定医などの判定により重度の知的障害とされた方
○原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定による厚生

労働大臣の認定を受けている方 など

（ａ）普通障害者
○身体障害者手帳に身体上の障害がある旨の記載がある方
○精神障害者保健福祉手帳・療育手帳の交付を受けている方

○精神保健指定医などの判定により知的障害とされた方

○福祉事務所長に障害者として認定された方 など

（※3）

A

4

3

 

 

 

⑯

地　  震

保 険 料

控　  除

次の表に当てはめて，控除額を計算してください。

★一つの契約で（a）と（b）両方ある場合はどちらかを選択

控 除 額

　（a）の金額の２分の１

　（控除限度額は
　　　　　　　　25,000円）

小数点以下切上げ

控 除 額

　(b)の金額全額

　(b)×0.5＋2,500円

(b) の金額

～5,000円

 5,001～

   15,000円

15,001円～ 一律 10,000 円

小数点以下切上げ

算出した
地震保険料控除額

円A

算出した
旧長期損害保険料控除額

円B

地震保険料支払額

（a） 円

年間合計

旧長期損害保険料支払額

（b） 円

年間合計

 Ａ＋Ｂ
（最高額は25,000円）

⑯へ
円

申告書おもて面　　「⑯地震保険料

控除」の欄に，実際に支払った保険

料支払額（a）,（b）を記入してください。

　○保険料控除証明書を添付してください。

　
　あなたやあなたと生計を一にする
配偶者，その他に親族が常時居住し
ている家屋・家財を保険の目的とし
た地震保険料及び平成18年12月
31日までに締結し，保険期間が10
年以上の，満期返戻金が支払われる
契約で，平成19年１月１日以降に契
約変更していない，長期損害保険料
を支払った場合などに控除されます。
火災保険は対象になりません。

4

3

− 8 − − 9 −



450,000円58万円超95万円以下

410,000円95万円超100万円以下

310,000円100万円超105万円以下

210,000円105万円超110万円以下

110,000円110万円超115万円以下

60,000円115万円超120万円以下

30,000円120万円超123万円以下

特定親族特別控除特定親族の合計所得金額

㉔へ
円

4

申告書おもて面　　
「㉔特定親族特別控
除」の欄に，氏名，
生年月日，同居・別
居の区分，続柄，特
親（○印をしてくだ
さい。），控除額，
個人番号を記入して
ください。

3

㉔

特定親族
特別控除

（※3）

★特定親族とは，平成15年
１月２日～平成19年１月
１日生まれ（19歳～22
歳）で，前年中の合計所

得金額（※２）が58万円を
超え123万円以下である
方をいいます。

★他の所得者の配偶者や，
事業専従者は除きます。

　あなたと生計を一にす
る親族で，特定親族に該
当する場合に控除されま
す。
　右の表により算出して
ください。

㉒

配 偶 者
特別控除

（※3）

  58万円超100万円以下 330,000円 220,000円 110,000円

配
偶
者
特
別
控
除

100万円超105万円以下 310,000円 210,000円 110,000円

105万円超110万円以下 260,000円 180,000円 90,000円

110万円超115万円以下 210,000円 140,000円 70,000円

115万円超120万円以下 160,000円 110,000円 60,000円

120万円超125万円以下 110,000円 80,000円 40,000円

125万円超130万円以下 60,000円 40,000円 20,000円

130万円超133万円以下 30,000円 20,000円 10,000円

★夫婦の双方が，お互いに
配偶者特別控除の適用を
受けることや，お互いに
配偶者控除と配偶者特別
控除の適用を受けること
はできません。

★事業専従者，内縁関係の
妻（夫）は除きます。

　前年中のあなたの合計所
得金額（※２）が1,000万円
以下で，あなたと生計を一
にする配偶者の前年中の合
計所得金額（※２）が58万
円を超え133万円以下であ
る場合に控除されます。
右の表により算出してくだ
さい。

 

㉒へ
円

4

申告書おもて面　　
「㉒配偶者特別控除」
の欄に，氏名，生年
月日，配偶者所得，
個人番号を記入して
ください。

3

　

同一生計
配 偶 者

（※3）

　あなたと生計を一にする配偶者のうち，前年中の合計所得金額（※２）が58万
円以下である方をいいます。

★前年中のあなたの合計所得金額（※２）が1,000万円超である場合，配偶者控除の適用は
ありませんが，同一生計配偶者として扶養の人数に含まれ，その同一生計配偶者が障害
者に該当する場合は，障害者控除の適用を受けることができます。

★他の所得者の扶養親族とされる方や，事業専従者，内縁関係の妻（夫）は除きます。

申告書おもて面　　「㉑㉒同
一生計配偶者」の欄の「同一
生計配偶者（控除対象配偶者
を除く。）」にチェックを入
れ，氏名，生年月日，個人番
号を記入してください。

3

　あなたと生計を一に
する親族の前年中の合
計所得金額（※2）が58
万円以下の場合に控除
されます。

★他の所得者の扶養
　親族とされる方や，
　事業専従者は除き
　ます。

★親族とは，６親等
　内の血族及び３親
　等内の姻族をいい
　ます。

330,000円

 平成22年1月2日
　～令和7年12月31日生まれ （16歳未満の方）

控除の適用はありませんが，非課税判定等に必要です。

昭和31年1月1日以前生まれ
（70歳以上の方）

平成22年1月1日以前生まれ
（16歳以上で下段以外の方）

老人扶養親族のうち，あなたや
あなたの配偶者の直系尊属（父
母，祖父母など）で，あなたや
配偶者と同居している場合

　

平成15年1月２日
　～平成19年１月１日生まれ

　（19歳～22歳の方）

380,000円

450,000円

450,000円

同居老親等

老人扶養

特定扶養

一般扶養

年少扶養

 ㉓

扶養控除
（※3）

16歳未満の
扶養親族

（※3）

・

申告書おもて面　　「㉓扶
養控除」の欄に，氏名，生
年月日，同居・別居の区分，
続柄，個人番号を記入して
ください。

3

㉓へ
円

4

配偶者・扶養親族・特定親族
と別居している方は，申告書
うら面　　欄に，別居先の住
所を記入してください。
　なお，その方が国外居住の
場合は，「国外居住」欄の該
当する箇所にチェックを入れ
てください。

12

㉑

配 偶 者
控　　除

 
　
（※3）

330,000円

900万円以下
900万円超

950万円以下
950万円超

1,000万円以下

あなたの合計所得金額

配偶者の合計所得金額

配
偶
者
控
除

58万円以下

220,000円 110,000円

380,000円 260,000円 130,000円

70歳未満

70歳以上
昭和31年1月
1日以前生まれ

★他の所得者の扶養親族と
さ れ る 方 や ， 事 業 専 従
者，内縁関係の妻（夫）
は除きます。

　前年中のあなたの合計所得金額
（※２）が1,000万円以下で，あな
たと生計を一にする配偶者の前年
中の合計所得金額（※２）が58万円
以下である場合に控除されます。
右の表により算出してください。

㉑へ
円

4

申告書おもて面　　
「㉑配偶者控除」の欄
に，氏名，生年月日，
個人番号を記入してく
ださい。

3

− 10 − − 11 −



※３　寡婦控除・ひとり親控除・勤労学生控除・障害者控除・同一生計配偶者（配偶者控除）・配偶者特別控除・扶養控除・特定親族特
　　　別控除に該当するかどうかは前年12月31日の現況で判定します。（前年中に死亡した扶養親族の場合は死亡時の現況で判定）

※１　総所得金額等とは…損失の繰越控除後の総所得金額（申告書⑫の金額），株式等の譲渡所得等の金額，申告分離課税を選択した上
　　　場株式等の配当所得等の金額，先物取引の雑所得の金額，特別控除額を控除する前の分離課税の譲渡所得の金額，山林所得金額，
　　　退職所得金額（分離課税分を除く。）の合計額をいいます。

※２　合計所得金額とは…上記の総所得金額等の説明文の，「損失の繰越控除後」を「損失の繰越控除前」と読み替えたものをいいます。

㉗
 

雑損控除

次の表に当てはめて，控除額を計算してください。

　

    損 害 金 額  保険金などで補塡される金額  差引損失額（ Ａ - Ｂ ）

  総所得金額等 （　　ー総所得金額等×10％）

（　　－5万円）

（※1）×10％   

 （　　のうち災害関連支出の金額）

Ｂ Ｃ

Ｃ

EE Ｃ

Ｄ

F

Ａ

円 円 円

円円

円 円

小数点以下切捨て
　

㉗へ
円

　と　のいずれか
多いほうの金額
Ｄ F

　あなたやあなたと生計を一にする配
偶者やその他の親族（前年中の総所得
金額等が58万円以下の方）が有する
資産等が，災害・盗難・横領などで損
失を受けた場合に控除されます。

○災害等に関連してやむを得ない支出をし
　た金額についての領収書などを添付して
　ください。

4

申告書おもて面　　「㉗雑損控除」
の欄に，左の　　　　の金額を転記
してください。

3
A B E

㉘

 医 療 費
 控  　除

次の表に当てはめて，控除額を計算してください。

★「医療費控除」または「セルフメディケーション税制」のどちらかを
　選択してください。

Ａ  支払った金額 Ｂ保険金などで補塡される金額 Ｃ 医療費実質負担額（Ａ-Ｂ）

円 円 円

セルフメディケーション税制

医療費控除

Ａ  支払った医療費等 Ｂ保険金などで補塡される金額 Ｃ 医療費実質負担額（Ａ-Ｂ）

Ｄ 総所得金額等 （※1）   Ｅ    （  Ｄ ×５％ ） F 10万円とEの少ない方の金額

円 円 円

円円円

小数点以下切捨て

申告書おもて面　「医療費控除」欄
の「区分」の□に「１」と記入し，
　「㉘医療費控除」の欄に，左のＡ，
Ｂ，Ｃの金額を転記してください。

　あなたやあなたと生計を一にする配偶
者，その他の親族のために，前年中に医
療費又はスイッチOTC医薬品の購入費
を一定の金額以上支払った場合に控除さ
れます。

○「Ｂ保険金などで補塡される金額」には，
　健康保険から給付される高額療養費，生
　命保険会社からの入院給付金，手術給付
　金等を記入します。

Ｃ－Ｆの金額
（最高額は200万円）

㉘へ
円

マイナスの時は0円

Ｃ－12,000円
（最高額は88,000円）

㉘へ
円

申告書おもて面 「 ㉘ 医 療 費 控
除」　　の欄に，左のＡ，Ｂ，Ｃの金額
を転記してください。

3

3

4

4

4

㉕

基礎控除

　右の表により算出し

てください。合計所得

金額が2,400万円超の

場合は，３段階で減少

し，2,500万円を超え

る場合は適用外となり

ます。
2,500万円超 0円

2,450万円超 2,500万円以下 150,000円

2,400万円超 2,450万円以下 290,000円

2,400万円以下 430,000円

合計所得金額（※２） 基礎控除

基礎控除の金額

㉕へ
円

4

− 10 − − 11 −



●前年中に事業専従者がいる場合は，申告書うら面　　欄に氏名等を記入してください。
●別居の扶養親族等がいる場合は，申告書うら面　　欄に氏名，個人番号等を記入してください。
●寄附金税額控除の適用を受ける場合は，申告書うら面　　欄に寄附金額を記入してください。
●所得金額調整控除の適用を受ける場合は，申告書うら面　　欄に氏名等を記入してください。
●前年中に所得のなかった方は，申告書うら面 ◆前年中に所得のなかった方◆ の該当項目にチェックを
　入れてください。

11

12

14

15

○生活保護法の規定による生活扶助を賦課期日時点で受けている方
○障害者・未成年者（平成20年１月３日以後に生まれた方）・寡婦又はひとり親で，
　前年の合計所得金額(※2)が135万円以下の方

合計所得金額(※2)が45万円以下の場合

総所得金額等(※1)が45万円以下の場合
総所得金額等(※1)が次の金額以下の場合
35万円×（扶養親族数+１）+ 42万円

★16歳未満の扶養親族及び同一生計配偶者も均等割・所得割算定の際は上記の扶養親族数に算入します。

合計所得金額(※2)が次の金額以下の場合
35万円×（扶養親族数+１）+ 31万円

− 12 − − PB −


